
 

4 昭
和
五
十
四
年
十
一
月
十
六
日
提
出 

質

問

第

四

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

態
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

「
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
訴
訟
に
つ
い
て
の
法
務
大
臣
の
権
限
等
に
関
す
る
法
律
」
の
運
用
の
実 

昭
和
五
十
四
年
十
一
月
十
六
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

灘 

尾 
弘 

吉 

殿 

 

提 

出 

者 
 

土 

井 

た 

か 

子 

 

一 

 



 

 

三 

 
「
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
訴
訟
に
つ
い
て
の
法
務
大
臣
の
権
限
等
に
関
す
る
法
律
」
の
運
用
の
実 

態
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

東
に
あ
つ
て
は
、
成
田
空
港
建
設
事
件
が
、
西
に
あ
つ
て
は
、
蜂
の
巣
城
紛
争
と
俗
称
さ
れ
た
下
筌
・
松
原
ダ 

 
 

 

ム
建
設
事
件
が
、
戦
後
土
地
収
用
紛
争
の
双
壁
を
な
す
。
い
ず
れ
の
事
件
も
、
被
収
用
者
が
原
告
、
建
設
大
臣
を 

 
 

 

被
告
と
す
る
収
用
権
発
動
（
事
業
認
定
処
分
等
）
の
無
効
確
認
な
い
し
取
消
し
を
求
め
る
司
法
救
済
が
訴
え
ら
れ
て 

 

い
る
。 

下
筌
・
松
原
ダ
ム
建
設
事
件
に
あ
つ
て
は
、
事
業
認
定
無
効
確
認
請
求
事
件
（
昭
和
三
十
五
年
行
第
四
号
）
が
、 

 
 

東
京
地
方
裁
判
所
民
事
第
三
部
で
争
わ
れ
た
。
昭
和
三
十
八
年
九
月
十
七
日
と
期
日
の
延
期
が
あ
つ
て
、
原
告
敗 

 
 

訴
の
判
決
が
出
さ
れ
た
が
、
判
決
前
に
判
決
内
容
が
一
方
の
当
事
者
に
漏
ら
さ
れ
る
と
い
う
前
代
未
聞
の
事
態
が 

 

発
生
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
（
た
と
え
ば
、
松
下
竜
一
著
「
砦
に
拠
る
」
筑
摩
書
房
・
一
九
九
頁
以
降
）
。
そ
れ
に 



 

東
京
地
方
裁
判
所
裁
判
官
・
藤
田
耕
三
氏
と
同
・
小
川
英
明
氏
は
、
二
人
の
連
名
で
「
不
動
産
訴
訟
の
実
務
」
と 

 
 

題
す
る
書
籍
を
編
集
し
、
昭
和
五
十
三
年
三
月
三
十
日
付
で
出
版
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
出
版
後
す
ぐ
に
相
前
後
し 

 
 

て
、
藤
田
耕
三
氏
は
同
裁
判
所
民
事
第
二
部
の
裁
判
長
に
、
小
川
英
明
氏
は
同
部
に
係
属
す
る
成
田
空
港
建
設
事 

 
 

件
に
係
る
被
告
筆
頭
指
定
代
理
人
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
藤
田
耕
三
氏
は
、
東
京
地
方
裁
判
所
裁
判
官
に
就 

よ
る
と
、
被
告
筆
頭
指
定
代
理
人
で
あ
つ
た
法
務
省
福
岡
法
務
局
訟
務
部
長
は
、
判
決
期
日
の
一
ヵ
月
前
に
陪
席 

 
 

裁
判
官
か
ら
、
裁
判
長
と
両
陪
席
の
判
示
が
異
な
つ
た
た
め
、
判
決
期
日
を
延
期
し
、
両
陪
席
で
裁
判
長
を
説
得 

 
 

し
て
、
被
告
を
勝
訴
さ
せ
る
こ
と
に
な
つ
た
こ
と
、
そ
の
代
り
判
決
理
由
が
裁
判
長
の
意
向
に
よ
り
国
に
対
し
て 

 
 

厳
し
い
内
容
と
な
る
と
告
げ
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。 

一
方
、
成
田
空
港
建
設
事
件
に
あ
つ
て
は
、
事
業
認
定
・
特
定
公
共
事
業
認
定
取
消
請
求
事
件
（
昭
和
四
十
五 

 
 

 

年
（
行
ウ
）
第
四
八
号
・
昭
和
四
十
六
年
（
行
ウ
）
第
一
〇
五
号
）
が
、
東
京
地
方
裁
判
所
民
事
第
二
部
で
争
わ
れ
て

い
る
。
裁
判
所
と
被
告
筆
頭
指
定
代
理
人
と
の
関
係
は
、
注
目
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。 

四 

 



 

よ
つ
て
、
以
下
、
行
政
権
の
長
と
し
て
人
権
保
障
と
司
法
権
の
独
立
を
根
幹
と
す
べ
き
「
国
の
利
害
に
関
係
の 

 
 

あ
る
訴
訟
に
つ
い
て
の
法
務
大
臣
の
権
限
等
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
「
権
限
法
」
と
い
う
。
）
の
誠
実
な
執
行
に
最
終

責
任
を
有
す
る
大
平
正
芳
首
相
の
御
答
弁
を
と
り
あ
え
ず
賜
り
た
い
。 

任
す
る
前
は
、
行
政
官
た
る
公
害
等
調
整
委
員
会
審
査
官
で
あ
つ
た
。 

一 

法
務
大
臣
の
権
限
法
執
行
に
係
る
司
法
権
の
独
立
と
指
定
代
理
人
の
起
用
に
つ
い
て 

(2) 

一
般
に
、
判
決
期
日
前
に
判
決
内
容
が
右
指
定
代
理
人
に
漏
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
裁
判
長
・
裁 

(1) 

行
政
権
の
乱
用
か
ら
行
政
作
用
の
法
適
合
性
を
保
障
し
、
国
民
の
権
利
救
済
を
図
る
べ
き
行
政
事
件
訴
訟 

 

で
は
、
行
政
裁
判
所
を
廃
止
し
た
憲
法
の
趣
旨
か
ら
い
つ
て
、
司
法
権
と
行
政
権
と
は
、
実
態
に
お
い
て
も 

 
 

明
確
に
分
離
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
つ
て
、
司
法
権
行
使
の
任
に
当
た
る
裁
判
長
・
裁
判
官
と
行 

 
 

政
権
行
使
に
係
る
権
限
法
に
よ
る
指
定
代
理
人
と
の
問
も
、
行
政
事
件
訴
訟
上
、
実
態
的
に
明
確
に
分
離
さ 

 
 

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
の
か
。 

五 

 



 

(5) 

ま
た
法
務
大
臣
は
、
右
の
裁
判
官
の
起
用
に
当
た
り
、
司
法
権
の
独
立
に
ど
の
よ
う
な
配
慮
を
し
て
い
る 

(4) 

権
限
法
を
執
行
す
る
法
務
大
臣
が
、
行
政
事
件
訴
訟
に
係
る
指
定
代
理
人
と
し
て
、
法
務
省
に
籍
を
一
時 

 

的
に
移
す
な
ど
の
形
式
は
と
と
の
え
る
に
せ
よ
、
こ
と
さ
ら
司
法
権
行
使
に
係
る
裁
判
官
を
起
用
し
な
け
れ 

 

ば
な
ら
な
い
の
は
、
い
か
な
る
必
要
が
あ
つ
て
の
こ
と
か
。 

(3) 

行
政
事
件
訴
訟
に
あ
ず
か
る
裁
判
長
・
裁
判
官
と
権
限
法
に
基
づ
く
指
定
代
理
人
と
の
実
態
的
な
関
係 

 
 

は
、
と
り
あ
え
ず
は
、
外
形
的
事
実
か
ら
推
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
従
つ
て
、
司
法
権
と
行
政
権
と
の
実
態 

 
 

 

に
お
け
る
明
確
な
分
離
を
危
う
く
す
る
外
形
的
事
実
は
、
司
法
権
に
対
す
る
国
民
的
信
頼
を
喪
失
さ
せ
な
い 

 

た
め
に
も
、
い
さ
さ
か
も
存
在
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
の
か
。 

判
官
と
同
代
理
人
と
の
関
係
は
、
行
政
裁
判
所
に
お
け
る
が
ご
と
く
、
司
法
権
と
行
政
権
と
が
、
実
態
的
に 

 
 

明
確
に
分
離
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
他
、
司
法
権
と
行
政
権
と
が
ど
の
よ 

 
 

う
な
関
係
に
あ
つ
た
こ
と
に
な
る
の
か
。 

六 

 



 

三 

東
京
地
方
裁
判
所
裁
判
官
・
小
川
英
明
氏
が
、
同
裁
判
所
民
事
第
二
部
に
係
属
す
る
成
田
空
港
建
設
事
件
に 

 
 

係
る
被
告
・
建
設
大
臣
の
筆
頭
指
定
代
理
人
と
な
つ
た
こ
と
に
つ
い
て 

二 

東
京
地
方
裁
判
所
民
事
第
二
部
（
藤
田
耕
三
裁
判
長
）
に
現
在
係
属
し
て
い
る
事
件
に
つ
い
て 

(2) 

そ
の
う
ち
、
小
川
英
明
法
務
省
訟
務
局
参
事
官
が
指
定
代
理
人
、
ま
た
は
筆
頭
指
定
代
理
人
と
な
つ
て
い 

 

る
事
件
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
れ
か
。 

(1) 

権
限
法
に
よ
り
法
務
大
臣
の
指
定
代
理
人
が
関
与
し
て
い
る
全
事
件
の
事
件
名
、
事
件
番
号
及
び
法
務
大 

 

臣
の
指
定
に
係
る
原
・
被
告
名
を
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
た
い
。 

(6) 
右
に
お
い
て
、
「
共
同
業
務
」
を
終
了
し
た
直
後
の
裁
判
官
を
、
片
や
裁
判
長
に
、
片
や
指
定
代
理
人
と
し 

 
 

て
同
一
行
政
事
件
訴
訟
を
担
当
さ
せ
る
が
ご
と
き
人
事
配
置
は
、
司
法
権
に
対
す
る
国
民
的
信
頼
を
喪
失
さ 

 

せ
な
い
た
め
に
も
、
極
力
避
け
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
そ
う
で
な
い
の
な
ら
、
そ
の
理
由
は
何
か
。 

の
か
。
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。 

七 

 



 

(4) 

ま
た
権
限
法
は
弁
護
士
を
指
定
代
理
人
と
な
す
こ
と
を
容
認
し
て
い
る
が
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
の
弁
護 

(3) 

た
と
え
ば
、
東
京
地
方
裁
判
所
民
事
第
三
部
に
係
属
中
の
不
作
為
違
法
確
認
等
請
求
事
件
（
昭
和
五
十
三 

 

年
（
行
ウ
）
第
一
六
七
号
）
に
係
る
被
告
・
建
設
大
臣
等
の
筆
頭
指
定
代
理
人
・
小
沢
義
彦
氏
を
右
訴
訟
に
係 

 
 

る
筆
頭
指
定
代
理
人
と
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
積
極
的
な
理
由
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
何
か
。 

(2) 

東
京
地
方
裁
判
所
民
事
第
二
部
の
裁
判
長
に
藤
田
耕
三
氏
が
就
任
し
て
い
る
が
、
な
お
も
右
小
川
英
明
氏 

 

を
右
筆
頭
指
定
代
理
人
と
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
積
極
的
な
理
由
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
何 

 
 

か
。 

(1) 
東
京
地
方
裁
判
所
民
事
第
二
部
の
裁
判
長
に
藤
田
耕
三
氏
が
就
任
す
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
知
つ
て
い 

 
て
、
同
裁
判
所
裁
判
官
・
小
川
英
明
氏
は
法
務
省
訟
務
局
参
事
官
に
登
用
さ
れ
、
同
部
に
係
属
す
る
右
訴
訟 

 
 

の
指
定
代
理
人
、
そ
し
て
藤
田
耕
三
裁
判
長
就
任
後
に
筆
頭
指
定
代
理
人
に
起
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
の 

 
 

か
。 

八 

 



 

 

九 

士
を
右
訴
訟
に
係
る
筆
頭
指
定
代
理
人
と
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
積
極
的
な
理
由
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
何 

 
 

か
。 

四 

行
政
官
を
歴
任
し
た
あ
と
、
成
田
空
港
建
設
事
件
が
係
属
す
る
東
京
地
方
裁
判
所
民
事
第
二
部
の
裁
判
長
と 

 

な
つ
た
藤
田
耕
三
氏
と
、
同
裁
判
所
裁
判
官
か
ら
右
事
件
の
被
告
筆
頭
指
定
代
理
人
と
な
つ
た
小
川
英
明
氏
と 

 

の
公
私
に
わ
た
る
関
係
が
、
そ
の
実
態
に
お
い
て
、
司
法
権
と
行
政
権
と
の
明
確
な
分
離
を
危
う
く
す
る
も
の 

 
 

と
は
な
ら
な
い
よ
う
、
ま
た
両
者
の
関
係
の
顕
在
化
に
よ
り
司
法
権
に
対
す
る
国
民
的
信
頼
が
喪
失
し
な
い
よ 

 

う
、
い
か
な
る
手
立
て
が
講
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 




